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高原町 
 

 

 

あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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マイナンバーカード（個人番号カード）申請・交付 

休日窓口開設のお知らせ 
仕事や学業などで、平日に窓口へ来られない方のために、下記の日程で休日の

窓口開設を実施いたします。 

まだ申請や受取りをされていない方は、この機会に利用しましょう！   

【11月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和６年 11月 24日（日） 

 午前８時 30分～午後４時 30分まで（正午～午後１時を除く。） 

 場 所：庁舎１階 町民課住民係 

予約締切日：令和６年 11月 20日（水）午後５時まで 

 ※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。 

【注意事項】 

●休日開庁については予約制ですので、必ず事前に御連絡ください。事前予約が０

件の場合、開庁いたしません。 

●窓口ではマイナンバーカードに関する手続きのみ受付けます。各種証明書の発行

や住民異動届は受付けできません。 

●正面玄関は施錠されているため、役場西側（小学校側）からお入りください。 

●15歳未満の方の手続きは、法定代理人の付き添いが必要です。本町のシステム

にて同一世帯の続柄が確認できない場合は、法定代理人と本人の関係を確認で

きる戸籍謄本が必要となります。 

問 町民課 担当：德井 美由希（とくい みゆき）☎0984-42-1067 
 

町営住宅の入居者募集について 
次のとおり、町営住宅の入居者を募集します。 

●入居者を募集する住宅 

〇後川内団地 

平成７年棟  ３ＤＫ １戸 月額使用料 18,100円～27,000円 

〇下村移団地  

昭和 51年棟 ３Ｋ  １戸 月額使用料 9,400円～14,000円 

※月額使用料（家賃）は、居住者全員の所得の合計額により増減します。 

また、月額使用料の３か月分を敷金としてあらかじめ納付する必要があり

ます。 

●申込受付期間 

令和６年 11月 18日（月）から令和６年 11月 29日（金）まで 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 
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午前８時 30分から午後５時 15分まで（ただし、閉庁日を除く。） 

●申込場所 

高原町役場 1階 建設水道課 

●入居の条件 

次の全ての条件を満たす必要があります。 

〇 現在住宅に困っていること。 

※持ち家のある方や既に公営住宅居住の方は入居できません。 

〇 ひと月あたりの世帯全員の所得の合計額が公営住宅入居資格基準

（158,000円）以下であること。 

〇 市区町村税、その他本町の納付金等を滞納していないこと。 

〇 入居申込者、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。 

●入居決定 

申込者多数の場合は、抽選となります。日程等については、次のとおりです。 

〇 抽選日時：令和６年 12月２日（月）午後３時 

〇 抽選場所：高原町役場１階第２会議室 西側入口（建設水道課前） 

●その他 

〇 入居時に必ず住民自治組織（区・班）に加入してください。 

 〇 許可を得ないで同居人を居住させることは禁止されています。 

〇 住宅内でのイヌ、ネコ等の飼育は禁止されています。 

〇 入居者が町営住宅を引き続き 15日以上使用しないときは、届け出が必要 

となります。 

●上記の他に、現在即入居が可能な住宅は下記のとおりとなります。 

入居希望の方は建設水道課窓口までお問合せ下さい。 

霧島団地  ３ＤＫ・２戸  ２ＤＫ・２戸   

鹿児山団地 ３ＤＫ・２戸 

問 建設水道課 担当：上野 早百合（うえの さゆり）☎0984-42-4960 

 

宮崎県防災・防犯メール情報サービスの登録の御案内 
スマートフォン又はパソコンから下記メールアドレスに空メールを送信する

と、仮登録確認メールが届き、受信したメールに、本登録用ＵＲＬが記載されて

いますのでそちらをクリックして、本登録ページに接続して、案内に従って登録

してください。バーコード読み取り機能を使用する場合は、ＱＲコードを読み取

ってください。 

 

(メール)                        (ＱＲコード) 

 bousai.miyazaki-pref@raiden2.ktaiwork.jp 

 

 

【サービスに関するお問い合わせ】           

宮崎県危機管理課 ☎0985-26-7064       

 



令和６年 11 月 15 日 
 町民各位 

高原町長  高妻 経信 

（公  印  省  略） 
 

令和６年度高原町会計年度任用職員（本庁舎等）の募集について 
 
 令和７年１月以降採用の会計年度任用職員を下記のとおり募集します。 
 会計年度任用職員とは、一会計年度（令和７年３月 31日まで）を超えない範囲内で任用
される一般職の非常勤職員です。 
 
１  受験資格、採用職種、勤務条件等 
（１）受験資格 

  次のいずれにも該当しない方（地方公務員法第 16条） 

（ア）禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること 
がなくなるまでの者 

（イ）高原町臨時職員、非常勤職員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から 
２年を経過しない者 

（ウ）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を 
暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入し 
た者 

 
（２）採用職種、採用予定人数、業務内容、必要免許、勤務条件等 

採用職種 
採用予
定人数 

業務内容 
必要免許・
経験等 

任用期間 報酬額 

一般事務 ３名 
確定申告等用務
における事務補
助 

簡単なパソ
コン作業 

令和７年１月４日から
令和７年３月 31日まで 
（業務終了予定 令和
７年５月 31日まで） 

月額 
128,980 円

～ 

 

○勤務形態 
原則として月曜日から金曜日の午前８時 30分から午後５時 15分までの間で、勤務場 
所によって定められた時間（週 30時間）での勤務となります。 

○手当等 
 ・費用弁償（通勤手当） 

通勤距離によって費用弁償（通勤手当）が支給されます。ただし通勤距離によっては 
支給されない場合があります。 

 ・時間外手当 
   職種、勤務場所によって定められた時間外の勤務が生じた場合に支給されます。 
○休日 
  原則として週休日（土曜、日曜）及び国民の祝日が休日となります。 
  配属される部署によっては、土日祝日に勤務となる場合があります。 
○社会保険等 
  地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法の定めるところにより 
それぞれ加入します。 
 

回覧 



２ 選考方法 
  高原町役場において、面接試験を実施します。 

  ※面接日時の詳細は、応募者へ個別に通知します。 
 
３  受験手続 
（１）申込用紙の交付場所 高原町役場２階 総務課 行政係 

（高原町ホームページからもダウンロード可能です） 
（２）申込用紙の提出先 
      高原町役場総務課 
     （〒889-4492  宮崎県西諸県郡高原町大字西麓 899番地） 

   所定の申込用紙に必要事項を記入し、最近３か月以内に撮影した写真を所定のと
ころに貼って提出してください。写真の貼っていないものは、受け付けられない場合
がありますので注意してください。 
※ 郵送する場合は必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便にして、その際郵便局窓口で

交付される「書留郵便物受領証」は、受験票が到着するまで保管しておいてくだ
さい。なお、封筒の表には、「高原町会計年度任用職員採用試験受験」と朱書きし
てください。 

 
（３）受付期間 
   随時受付をいたしますが、採用者が決定次第応募を締め切ります。 
 
４  合格から採用まで 

合格発表は、合格者に個別で通知いたします。 

なお、任用期間は令和７年３月 31日までとなりますが、次年度予算の成立、勤務状況
等により次年度以降も再度任用する場合があります。 

 
５ 問い合わせ先 

  高原町役場 総務課 行政係 
  住 所 〒889-4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓 899番地 
  ＴＥＬ 0984-42-2112（内 211）E-mail soumu@town.takaharu.lg.jp 
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 回覧  
 
狭野校区の皆様へ 

 

狭野校区スポーツ推進委員連絡協議会 

 

 

   狭野校区グラウンド・ゴルフ大会（狭野校区ファミリースポーツ教室）について 

 

 

 初冬の候、皆様におかれましては益々御健勝のこととお喜び申し上げます。 

 １１月上旬の回覧でも御案内いたしましたが、標記大会を今年も計画しておりますので多

数の御参加をお願いいたします。 

 

 

記 

 
 
１ 日 時 令和６年１１月２３日（土）勤労感謝の日 
             開会式 １３時（集合時間１２時３０分） 
             競 技 １３時３０分～ 
             閉会式 １５時３０分予定 
 
２ 場 所 皇子原公園広場 
 
３ チーム編成及び参加資格 
      狭野校区民及び狭野校区出身者、狭野校区に勤務する者とする。 
 
４ 主 管 狭野校区スポーツ推進委員連絡協議会 
 
５ 後 援 狭野校区区長会・狭野校区体育部長会 
 
６ その他 荒天の場合は中止とし事前に連絡します。 
      御不明な点は、福丸幸治（携帯０９０－３０１５－９６３７）まで連絡くださ 

い。 
 
 

 
 

協賛団体紹介 
 

皇子原温泉健康村 ㈱さつま地鶏屋 栢木建設 川口機械サービス 
久保田建設 鴨電設 皇子原肥育牧場 外村土地家屋調査士事務所 
増田車輌 宮地自動車整備工場 湯之元温泉 ㈱にしもろ祭典 
狭野簡易郵便局 ㈱山崎板金 希望の店（順不同） 

 

 

 














